
 

 

 
 
 

障がい福祉サービス等事業者調査票 

 

（お答えいただく前に） 

○ この調査は、令和７年１２月１日現在の状況でお聞かせください。 

○ この調査票は、事業所ごとにお答えください。 

○ この調査票に、事業所名や記入者の名前を書く必要はありません。 

○ お答えになりたくないことは、無理にお答えにならなくても結構です。 

○ この調査についてわからないことがありましたら、下記へお問い合わせ 

ください。 

【調査についてのお問合せ先】 

調査事務局（大阪市福祉局アンケート調査サポートセンター） 

フリーダイヤル ： ０１２０－０６０－３１３ 

フ ァ ッ ク ス ： ０６－６２０２－６９６２ 

受 付 時 間 ： 月～金曜日（土曜・日曜・祝日を除く） 

午前９時～12 時／午後 1 時~５時 

 

 

事業所処理欄 

オンライン 

入力チェック 

管理者 

チェック 

オンライン 

送信日 

   

※貴事業所での処理欄を設けましたので、回答いただく際にご活用下さい。 

なお、この調査票を大阪市に提出する必要はありません。 

秘
ひ

 調査票（Ｂ） 

大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 

〒530-8201 大阪市北区中之島１丁目３番 20 号 

大阪市健康局 障がい者施策部 運営指導課 

〒541-0055 大阪市中央区船場中央３丁目１番７－３３１号 

（船場センタービル７号館３階） 

i5223891
テキストボックス
資料３－３
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１ 貴事業者が提供している障害者総合支援法、児童福祉法に基づくサービス 

及びその他の障がいのある方へのサービスについておたずねします。 

問１ 貴事業者の所在地について、あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

１． 旭区 ２． 阿倍野区 ３． 生野区 ４． 北区 

５． 此花区 ６． 城東区 ７． 住之江区 ８． 住吉区 

９． 大正区 １０． 中央区 １１． 鶴見区 １２． 天王寺区 

１３． 浪速区 １４． 西区 １５． 西成区 １６． 西淀川区 

１７． 東住吉区 １８． 東成区 １９． 東淀川区 ２０． 平野区 

２１． 福島区 ２２． 港区 ２３． 都島区 ２４． 淀川区 

問２ 貴事業者が提供しているサービスについて、あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１． 居宅介護（ホームヘルプ）・重度訪問介護 ２． 同行援護 

３． 行動援護 ４． 移動支援 

５． 療養介護 ６． 短期入所（ショートステイ） 

７． 生活介護 ８． 自立訓練（機能・生活・宿泊型） 

９． 就労移行支援 １０． 就労継続支援Ａ型 

１１． 就労継続支援Ｂ型 １２． 就労定着支援 

１３.  就労選択支援 １４． 自立生活援助 

１５． 共同生活援助（グループホーム） １６． 施設入所支援 

１７． 児童発達支援 １８． 居宅訪問型児童発達支援 

１９． 放課後等デイサービス ２０． 保育所等訪問支援 

２１． 障がい児入所支援 

（福祉型障がい児入所施設） 

２２． 障がい児入所支援 

（医療型障がい児入所施設） 

２３． 計画相談支援 ２４． 地域移行支援 

２５． 地域定着支援 ２６． 障がい児相談支援 

２７． 地域活動支援センター 

（生活支援型） 

２８． 地域活動支援センター 

（Ａ型・Ｂ型） 

２９． 日中一時支援 ３０． 介護保険サービス 

３１． 訪問看護 ３２． その他（     ） 
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問３ 問２で○をつけたサービスについて、それぞれ課題と思われる項目を次の    から 

選んで、下の [回答欄] にご記入ください。（サービス種別は主なものを最大５つまで） 

ア． 人材の確保や育成 
イ． 報酬体系（報酬額が低い・加算要件

が複雑など） 

ウ． 人員基準（資格要件が厳しいなど） エ． 物件・設備等の整備・改造 

オ． 事務処理の効率化 カ． 利用者の確保 

キ． 利用者の増加・ニーズの多様化 ク． 利用者の高齢化・重度化 

ケ． 利用者に対する医療的ケア コ． 利用者や家族等との信頼関係づくり 

サ． 地域住民との関係づくり 
シ． 他の事業者などと連携した支援 

体制やネットワークづくり 

ス． 各区地域自立支援協議会や各区障がい者基幹相談支援センターとの連携 

セ． 困難ケースへの対応 ソ． その他 

[回答欄]  

左欄には問２のサービス種別のうち貴事業者でサービス提供している番号を、右欄には前ペ

ージの課題と思われる項目に◯をつけてください。 

課題のうち「ソ． その他」をお選びになった場合は、（ ）に具体的な内容をご記入ください。 

 

（サービス種別は主なものを最大５つまで） 

サービス種別 

（問２の番号をご記入ください） 

課題と思う項目 

（番号すべてに○をつけてください） 

 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ 

ソ（                               ） 

 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ 

ソ（                               ） 

 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ 

ソ（                               ） 

 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ 

ソ（                               ） 

 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ 

ソ（                               ） 
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問４ 問３の課題に関連して、行政の支援を望まれる項目を次の中から選んで○をつけてくだ

さい。（あてはまる番号すべてに○をつけてください） 

１． 人材の確保・定着支援 ２． 実習生やボランティアの受入れ支援 

３． 人材の育成 ４． 適正な報酬請求のための情報提供等 

５． 事務処理の効率化 

（ICTの導入支援等） 
６． 地域への障がいのある人への理解の促進 

７． 他の事業者や各区障がい者基幹相談支援センター等と連携した支援体制や 

ネットワークづくり 

８． 困難ケースへの対応 ９． その他（                  ） 

 

２ 人材の確保・育成などについておたずねします。 

問 5 貴事業者における人材確保の状況について、あてはまる番号どちらかに○をつけて

ください。 

１． 確保できている  

２. 確保できていない 

 

問６ 人材確保・定着・育成に関して、課題であると感じていることはありますか。 

あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１． 求人を行う労力の負担が大きい 

２． 求人を行う経費の負担が大きい 

３． 有資格者の確保が難しい 

４． 早期に退職する職員が多い 

５． 出産、育児、介護、疾病など家庭や個人の事情で退職する 

６． 人間関係、勤務条件等を理由に辞める 

７． 業務繁忙のため、内部での研修をする時間の確保が難しい 

８． 業務繁忙のため、外部研修へ職員を派遣することができない 

９． OJTなど職場内の人材育成のしくみが十分でない 
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問７ 貴事業者における外国人人材の受け入れ状況について、あてはまる番号に１つだけ○

をつけてください。 

１． すでに受け入れている  

２． 受け入れるつもりはない  

３． 受入れを検討している  

４． 未検討  

問８ 外国人人材を受け入れるにあたっての課題について、あてはまる番号すべてに○を

つけてください。 

１． 知識や技術等を習得するためのスキルアップ研修や資格取得の支援体制 

２． 日本人職員との意思疎通に必要な日本語能力 

３． 利用者等との意思疎通に必要な日本語能力 

４． 環境の変化に伴う精神的不安への支援体制 

５． 宗教や生活習慣への対応 

６． 利用者や家族等からの理解 

７． 受入れに係るコスト 

８． 受入れ方法や活用方法に関する情報不足 

９． 長期的に雇用することの難しさ 

問９ 人材確保・定着・育成全般について、ご意見や取り組まれていること（課題の解決に効果

的だったことなど）などがありましたら、ご自由にお書きください。 
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問１０ 本市では、障がい福祉サービス事業所等を対象とした下記の研修(研修一覧参照)を実
施していますが、今後受講してみたい研修の番号すべてに○をつけてください。 

研修一覧 （令和６年度 研修実績） 

〇福祉従事者向け研修 

１． キャリアパス対応生涯研修（初任者・中堅職員・チームリーダー・管理職） 

２． 社会福祉の基本と対人援助 

３． スーパービジョン研修 

４． メンタルヘルス研修（セルフケア・ラインケア） 

５． リスクマネジメント研修（基礎編・種別編） 

６．｢よこいと座談会｣（新人職員・中堅職員・管理職員）※ 

〇障がい福祉関係研修 

７．発達障がい児の理解と対応  【基礎研修】 

８．発達障がいの理解と支援（成人支援者向け） 【基礎研修】 

９．障がいのある人の自己決定とその支援 【基礎研修】 

10．障がい者虐待防止について 【基礎研修】 

11．障がい者グループホーム研修 【事業所別研修】 

12．就労支援事業所研修 【事業所別研修】 

１3． 触法障がい者の支援について 【専門研修】 

14．どもった話し方(吃音)のこどもたちへの正しい理

解と啓発 
【専門研修】 

１５． 精神障がいのある人と家族への支援実践講座 

〇運営管理に関する研修 

１6． 組織運営・管理研修（労務管理・財務管理・OJT推進研修等） 

17．業務継続計画（ＢＣＰ）に関すること 

１８． 福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進に係る研修 

１９． 社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策に関する研修 

※ 職種・業種を超えた職員同士の情報交換や横のつながりをつくる研修 
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３ 強度行動障がいのある方への支援についておたずねします。 

問１１ 貴事業者において、強度行動障がいのある方の利用者数（※）について、あてはまる 

番号に１つだけ○をつけてください。 

１． ０人 ２． １～２人 

３． ３～５人 ４． ６～１０人 

５． １１～２０人 ６． ２１～３０人 

７．  ３１人以上  

※ 強度行動障がいのある方の利用者数・・・厚生労働大臣が定める基準（平成１８年９月２９日厚労告

543）別表第二に掲げる行動関連項目が見られる頻度などをあてはめて算出した点数の合計が１０

点以上になる方の人数を目安にしてください。（概数による記入で構いません。） 

問１２ ① 貴事業者において、強度行動障がいのある方に対して配慮していることはありま

すか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

１． 配慮していることは特にない 

２． 配慮していることがある 

問１３ ② 配慮している具体的なことについて、次にご記入ください。 
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問１３ ① 貴事業者における強度行動障がいのある方に対する支援として、課題があると

思われていることはありますか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。

（個別ケースとしての課題でも、制度的な課題でも結構です。） 

１． 課題があるとは特に感じない 

２． 課題があると感じる 

問１４ ② 課題があると感じていることについて、次にご記入ください。（個別ケースとして

の課題でも、制度的な課題でも結構です。） 

 

 

 

  



- 8 - 

４ 発達障がいのある方への支援についておたずねします。 

問１４ 貴事業者において、発達障がい（※）のある方の利用者数について、あてはまる番号に

１つだけ○をつけてください。 

１． ０人 ２． １～２人 

３． ３～５人 ４． ６～１０人 

５． １１～２０人 ６． ２１～３０人 

７．  ３１人以上  

※ 発達障がい・・・自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動

性障がいその他のこれに類する脳機能障がいであってその症状が通常低年齢において発現するもの

を言います。（事業所として把握されている概数による記入で構いません。） 

問１５ ① 貴事業者において、発達障がいのある方に対して、配慮していることはあります

か。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

１． 配慮していることは特にない 

２． 配慮していることがある 

問１６ ② 配慮している具体的なことについて、次にご記入ください。 
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問１６ ① 貴事業者における発達障がいのある方に対する支援として、課題があると思わ

れていることはありますか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

（個別ケースとしての課題でも、制度的な課題でも結構です。） 

１． 課題があるとは特に感じない 

２． 課題があると感じる 

問１７ ② 課題があると感じていることについて、次にご記入ください。（個別ケースとして

の課題でも、制度的な課題でも結構です。） 

 

 

 

  



- 10 - 

５ 医療的ケアの必要な方への支援についておたずねします。 

問１７ 貴事業者において、医療的ケア（※）の必要な方の利用者数について、あてはまる番号

に１つだけ○をつけてください。 

１． ０人 ２． １～２人 

３． ３～５人 ４． ６～１０人 

５． １１～２０人 ６． ２１～３０人 

７． ３１人以上  

※ 医療的ケア・・・人工呼吸器の管理、気管切開部の管理、鼻咽腔エアウェイの管理、在宅酸素療法の管理、

吸引処置（唾液やたんの吸引）、吸入処置（ネブライザーの管理）、経管栄養（経鼻・胃ろう・腸ろう）、中

心静脈カテーテルの管理、皮下注射（インスリンなど）、血糖測定、人工透析（血液透析、腹膜透析を含

む）、導尿、排便管理（ストマ・摘便・浣腸など）、けいれん時の対応（坐剤挿入・吸引など）、パルスオキシ

メーターの測定、服薬管理を指す。 

問１８ 現在、貴事業者の利用者が必要としている医療的ケアについて、あてはまる番号すべ

てに○をつけてください。 

１． 人工呼吸器の管理 ２． 気管切開部の管理 

３． 鼻咽腔エアウェイの管理 ４． 在宅酸素療法の管理 

５． 吸引処置（唾液やたんの吸引） ６． 吸入処置 

７． 経管栄養  ８． 中心静脈カテーテルの管理 

９． 皮下注射 10． 血糖測定 

11． 人工透析 12． 導尿 

13． 排便管理 
14． けいれん時の対応（坐剤挿入 

・吸引など） 

15． パルスオキシメーターの測定 16． 服薬管理 

17． その他（                                            ） 
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問１９ 貴事業者において対応可能な医療的ケアについて、あてはまる番号すべてに○をつけ

てください。 

１． 人工呼吸器の管理 ２． 気管切開部の管理 

３． 鼻咽腔エアウェイの管理 ４． 在宅酸素療法の管理 

５． 吸引処置（唾液やたんの吸引） ６． 吸入処置 

７． 経管栄養  ８． 中心静脈カテーテルの管理 

９． 皮下注射 10． 血糖測定 

11． 人工透析 12． 導尿 

13． 排便管理 
14． けいれん時の対応（坐剤挿入 

・吸引など） 

15． パルスオキシメーターの測定 16． 服薬管理 

17． その他（                                            ） 

問２０ ① 貴事業者において、医療的ケアの必要な方に対して配慮していることはあります

か。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

１． 配慮していることは特にない 

２． 配慮していることがある 

問 21 ② 配慮している具体的なことについて、次にご記入ください。 
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問２1 ① 貴事業者における医療的ケアの必要な方に対する支援として、課題があると思

われていることはありますか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。

（個別ケースとしての課題でも、制度的な課題でも結構です。） 

１． 課題があるとは特に感じない 

２． 課題があると感じる 

問 22 ② 課題があると感じていることについて、次にご記入ください。 

（個別ケースとしての課題でも、制度的な課題でも結構です。） 
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６ 事業所の運営についておたずねします。 

問２2 ① 災害時の備えとして、事業所で取り組んでいることがありますか。 

あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１. 防災計画を作成している 

２. 利用者の安否確認の方法を決めている 

３. 災害時における緊急連絡体制を整備している 

４. 防災訓練を実施している 

５. 防災訓練の実施や災害時の連携にあたり、日頃から地域住民と連携を図っている 

６. 福祉避難所・緊急入所施設としての指定を受けている 

７. 災害用備蓄品を備蓄している 

８. 設備や機器類の地震対策を実施している 

９. 災害時における電気設備等の復旧に関する対応手順等を職員間で共有している 

10． その他（                                            ） 

11． 実施していない 

前問①で「11． 実施していない」に○をつけた事業者にお聞きします。 

問 24 ② その理由を次にご記入ください。 
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問２3 障がい者（児）虐待の防止に向けて取り組んでいる内容について、あてはまる番号す

べてに〇をつけてください。 

１． 虐待防止に関する研修や学習を実施している 

２． 虐待防止委員会において、未然防止等の取組みを実施している 

３． 虐待防止に関する意識・関心を高めるための掲示物等を掲示している 

４． 虐待防止マニュアル・チェックリストを作成している 

５． 地域における虐待防止において、事業者・行政等と連携を図っている 

６． 障がいのある人やその家族、地域に対し、虐待防止に関する普及・啓発を 

実施している 

７． メンタルヘルスの視点から風通しのよい職場づくりを推進している 

８． その他（具体的に                                       ） 

問 2 

問２４ セクハラ・パワハラ等のハラスメントへの対策は事業主の義務であり、指定障がい福祉

サービス事業者等の運営基準においてもハラスメント防止措置を講じることが求めら

れていますが、貴事業者におけるハラスメント対策の取組状況について、あてはまる

番号すべてに〇をつけてください。 

1． 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはな

らない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発している 

2． 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のため

の窓口をあらかじめ定め、従業者に周知している 

3． 利用者等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のための取組

（※）を実施している 

4． その他（                                             ） 

5． 特に取り組んでいることはない 

※ ① 相談体制の整備 

② 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス相談、行為者に対して１人で対応させない等） 

③ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等） 
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問２５ 障がい福祉サービスの質の向上のために貴事業者で取り組んでいる内容について、 

あてはまる番号すべてに〇をつけてください。 

１． 苦情相談窓口を設置し、利用者に周知している 

２． 利用者のニーズへの対応やサービスの質の向上のため、専門職員を加配等して

いる 

３． 提供するサービスの質の自己評価を行っている 

４． 提供するサービスの質の評価機関による第三者評価（いわゆる「福祉サービス

第三者評価」）を行っている 

５． サービスの質の評価を、サービスの向上・改善につなげる仕組みを構築している 

６． 障がい福祉サービス等情報公表制度の活用等により、提供する障がい福祉サ

ービスの内容等を詳細に公表している 

７． その他（                                             ） 

８． 特に取り組んでいることはない 

問２６ 障がい者（児）施策全般についてご意見などがありましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

ご協力ありがとうございました。 




